
20082No.726

きさらぎ
如月

■もくじ
新成人の集い—————— 2
まちの話題———————— 3
もったいないステーション—— 4
ねんきん————————— 5
高齢者医療——————— 6
けんこう————————— 8
スポーツ————————— 9
税———————————10
農業委員会———————11
けんしん・消防— —————12
交通災害共済・いくせい— —13
選挙——————————14
子育て——————————15
あけぼのパーク多賀————16
おしらせ—————————20

広
報



新成人の集い

中央公民館で、新成人の集いが開催されました
1月14日に中央公民館で、新成人
の集いが開催されました。今年度、成
人を迎えられたのは昭和62年4月2
日〜63年4月1日生まれの101人
の方で82人が出席されました。
第1部の式典は厳粛な雰囲気の中

で執り行われ、新成人代表の中居傑
さんからのメッセージで締めくくられ
ました。
第2部の懇談会では、実行委員が

天文講座

星空を見上げて 大人のための天文講座
1月17日、ダイニックアストロパー

ク天究館で、多賀町生涯学習講座「大
人のための天文講座」が行われまし
た。この講座は、大人の皆さんにも星
空を観察し、神秘とロマンの世界を楽
しんでいただこうという目的で、毎月
1回開催されているものです。
この日は、天究館の高橋館長から、
今回見える天体や星座について、月・
火星・冬の星座について説明があり、
続いて、屋上に上がり、県内最大の

60㎝反射望遠鏡などを使っての冬
の星空観察を行いました。上空には
薄雲がかかっていましたが、のぞくと
きには晴れ、月や火星を見ることがで
き、月のクレーターや赤く光る火星の
ようすに歓声が上がりました。
また、天文講座では多賀町アストロ

クラブとの交流を通じた地域教育をす
すめていて、この日は、多賀小学校の吉
岡先生から最近の子どもたちのようす
や傾向など、今の子どもたちとどう接す

ればよいのかという話がありました。
星空と宇宙の世界は、大人でも子ど

もでも誰にとっても楽しい世界です。
皆さんも、この天文講座で星空の世界
を楽しまれてはいかがでしょうか。興味
のある方は、天究館（電）48-1820まで
お問い合わせください。

野鳥観察会

多賀の野鳥をウォッチング！
1月19日、一円にある野鳥の森で、

「多賀の野鳥観察会」が行われまし
た。冬の寒い気候でしたが、晴天に恵
まれ観察会日和となりました。参加者
たちは、博物館に集合して野鳥の森
へ出発しました。
芹川ダム湖では、カイツブリ、スズ

ガモ、マガモ、カルガモなどが見られ、

参加者たちは双眼鏡を使ってウォッチ
ングしていました。また、周辺では、カ
ワラヒワ、ホオジロ、ヒヨドリなどの鳥
を観察することができました。
その後、野鳥の森ビジターセンター

の展示室などを見学して、最後にこの
日に見ることができた野鳥の名前など
を確認して、観察会は終了しました。

多賀町内には、野鳥の森のほかに
も、季節を通じていろいろな野鳥の観
察スポットが存在しています。皆さん
もぜひバードウォッチングに出かけて
みてはいかがですか？

教育長から新成人へのメッセージ▶
〈中国の歴史書「後漢書」から〉
　志とは堅く心に誓うことであり、
それを貫徹するならば、きっとこ
とは成就するのである。

作成した思い出のスライド
ショーが上映され、小中学生
時代の懐かしい写真に、参加し
た新成人たちは歓声をあげて
いました。

◀新成人代表の中居傑さんのメッセージ

▲第1部の式典。皆さん、引き締まった表情です

▲これからの社会を担う皆さん。社会人としての第一歩を踏み出します

▲第2部の懇談会。小中学校時代の思い出を懐かしんでいました
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〜シリーズ　宇宙と環境（10）〜

水の星　地球
太陽系の惑星たちのなかで地球のすばらし

さをわかりやすく言い表した言葉に「水の星」
という言葉があります。確かに宇宙から見た地
球はその表面の多くを水でおおわれていて本
当に美しい姿をしています。このように水でお
おわれた星というのは、太陽系惑星の中では地
球しかありません。
誕生したてのころの地球は表面がマグマに

おおわれた灼熱の星でした。しかしその灼
しゃく

熱
ね つ

の
地表の中から炭酸ガスや水蒸気が吹き出し、
原始地球大気と呼ばれる濃い大気が地球をお
おったのです。やがてマグマがしだいに冷めて
くると大気中の水蒸気が雨となって降ってきた
のでした。雨が降ると地表は急速に温度が低く
なり、さらに水蒸気は雨を降らせ続け、やがて
地球は大洪水になって現在の海が形成された
と言われています。
一方で、地球をおおった水（海）は大気中の二

酸化炭素を吸収して、今日のような二酸化炭素
の少ない空気をつくっていったのでした。地球
にできた海の中ではアミノ酸などが組み合わ
さって生命が誕生しました。また海の水は誕生
した生物を太陽の紫外線から守り育てていっ
たのです。やがて生命はどんどん進化してい
き陸上へ進出して今日の自然が出来上がって
いったのでした。現在の自然はすべて水の中か
ら生まれてきたと言えるわけです。
地球上のあらゆる生物にとって、もちろん私

たち人間に
とってもなく
てはならない
水ですが、世
界ではこの水
の問題が大き
くなってきて
います。まず
水不足です。
近年になって
世界中で工業用水などの使用が増え、水不足
が深刻になってきています。たとえば中央アジ
アのアラル海という琵琶湖の百倍もの湖が最
近は以前の半分ほどになってしまいました。魚
もいなくなってしまったと言います。このような
状況の中、今現在世界で17億人の人たちが水
不足で苦しんでいるといいます。また水不足だ
けでなく、世界中で水質の悪化も叫ばれていま
す。海の水も湖や川の水も汚染がどんどんす
すんでいます。日本については、水不足は、あま
り実感はないのですが、日本が輸入する多くの
食材などのためにこうした水不足や水質汚染
が進行しているとも言われます。
こうした中で、私たちも水を大事に使う、自然
を汚さないような水の使い方を心がけるなど
の工夫が必要になっています。またさまざまな
国からさまざまな物を輸入している日本です。
物を大事に使い、少ない資源を有効に使う生活
をこれからも心がけて、美しい水の星・地球を
みんなの手で守りたいものです。

♪見上げてごらん♪　2月の星座
2月の代表的な星座です。晴れた日の夜空を見上げてみてください。（ステラナビゲータにより作図）

ふたご座
カストルとポルックスの仲良しの双子の兄弟で

す。ポルックスは明るい1等星として、カストルは
望遠鏡で見ると美しい二重星として有名です。

こいぬ座
1等星プロキオンが輝くかわいらしい犬の星座です。

プロキオンはオリオン座のベテルキウス・おおいぬ座の
シリウスとともに冬の大三角形を形づくっています。

滋賀社会保険事務局—彦根事務所—国民年金業務課　（電）23-1114
環境生活課　（有）2-2031　（電）48-8114　kankyo@tagatown.jp

住所変更・氏名変更の手続きはおすみですか？
社会保険庁では、皆さまに年金加入記録を

確認していただくため、「ねんきん特別便」を送
付することとしていますが、社会保険庁にお届
けいただいている住所および氏名でお送りす
るため、変更手続がおすみでない場合、大切な
「ねんきん特別便」をお届けすることができな
いことになりかねません。
住所変更・氏名変更の届出がおすみでない

方は、ご自身による届出が必要となりますの
で、お手数ですが変更手続きをお願いします。
なお、届出先は次のとおりです。

①国民年金第1号被保険者
（自営業者・学生等）
⇒環境生活課　国民年金担当窓口
②厚生年金加入者（会社員）
⇒お勤め先の事業主または社会保険担当者
③国民年金第3号被保険者
⇒配偶者のお勤め先の事業主または社会保

険担当者
④年金受給者
⇒滋賀社会保険事務局彦根事務所

※�「ねんきん特別便」は、社会保険庁が把握している年金加入記録をお知らせするものです。
ご自身の記録にもれがないか十分にご確認いただき、訂正がない場合には同封の「確認は
がき」を、訂正がある場合には「年金加入記録照会票」を、必ず提出していただくよう、ご協
力をお願いします。

国民年金保険料の
納付は口座振替の1年前納がお得です！
〜お申し込みは2月末までにしてください〜
国民年金保険料の納付は、口座振替で前納

（将来分をまとめて納付）すると、保険料の割
引があり、たいへんお得です。
平成20年4月分からの国民年金保険料を、

口座振替で1年前納または6カ月前納すること
を希望される場合は、平成20年2月末までに
手続きをしてください。
手続きは、口座振替を希望される金融機関・

郵便局または滋賀社会保険事務局彦根事務所
でお願いします。なお、手数料は不要です。
現在、口座振替を利用されている方であって

も、振替方法の変更を希望される場合は手続
きが必要です。ご注意ください。
※�平成20年度の保険料は、平成20年2月

に告示の予定です。

【参考】口座振替を利用した場合の保険料額（平成19年度）
① 1 年 前 納…4月分から翌年3月分までの保険料を4月末に振り替えます。�

前納保険料額　　165,650円　　�割引額�3,550円
②6カ月前納…4月分から9月分までの保険料を4月末に、または10月分から�

翌年3月分までの保険料を10月末に振り替えます。�
前納保険料額　　　83,640円　　割引額�960円

③早割制度…毎月の保険料を当月末に振り替えます。�
早割保険料額　毎月14,050円　　割引額�50円

④翌月振替…毎月の保険料を翌月末に振り替えます。�
納期限日に振り替えているため割引はありません。�
保険料額　　　毎月14,100円

▲地球（NASAホームページから）
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環境生活課　（有）2-2031　（電）48-8114　kankyo@tagatown.jp
滋賀県後期高齢者医療広域連合　（電）077-522-3013平

成
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平成20年4月1日から75歳以上（65歳以
上で一定の障がいがある方を含む）の方を対
象とした後期高齢者医療制度がはじまります。
75歳以上（65歳以上で一定の障がいがある
方を含む）の方は、現在加入している保険から
後期高齢者医療制度に移っていただきます。こ

の制度では、すべての加入者の皆さまに、負担
能力に応じた保険料を納めていただくこととな
ります。
保険料率は、昨年11月に開催された滋賀県
後期高齢者医療広域連合議会において、次の
とおり決定されました。

（滋賀県の保険料率）
均等割額　38,175円
所得割率　 　6.85％

※�保険料率とは、保険料を算定する根拠となるもので、「均等割額」と「所得割率」のことをいいます。
※�保険料率は県内統一で、かつ平成20・21年度の2年間は同じ料率が適用されます。

《年間の保険料額はどのように決まりますか？》
保険料の額は、被保険者全員が均等に負担
いただく「被保険者均等割」と被保険者の所得
に応じて負担いただく「所得割」との合計額に

なります。
なお、どんなに所得の高い方でも保険料の
額は、年額50万円が最高になります。

保険料額（年額）＝「38,175円（均等割額）」＋「所得額×6.85％（所得割率）」

年間の保険料の計算方法は
年間の保険料—　　（均等割額）　　—（旧ただし書き所得）—（所得割率）
（　　　　　　）　＝38,175円　＋（—　　　　　　　　）×　6.85％
となります。
括弧の中に数字を入れて計算してみてください。

①1年間の収入総額が153万円以下の方の
保険料は、旧ただし書き所得が0円となり、保
険料の所得割は0円、均等割の38,175円だ
けとなります。
②1年間の収入総額が153万円を超える方
の保険料は、均等割の38,175円にその所得

に応じて所得割が加算されます。詳しくは、環
境生活課までお尋ねください。
③なお、世帯の構成、世帯の収入に応じて、
均等割額が7割軽減、5割軽減、2割軽減され
る場合があります。詳しくは、環境生活課まで
お尋ねください。

《計算例》
一人世帯の場合で年金収入の人
①79万2千円以下の場合⇒年額　11,452円
（保険料の均等割額が7割軽減されます）

（計算式）�［� 38,175円×（1-0.7）］＋0円×
6.85％
②153万円以下の場合⇒年額　11,452円
（保険料の均等割額が7割軽減されます）

（計算式）�［�38,175円×（1-0.7）］＋（153万
円-120万円-33万円）×6.85％

③201万円（厚生年金平均額）の場合⇒年額
　63,420円（保険料の均等割額が2割軽
減されます）

（計算式）�［�38,175円×（1-0.2）］＋（201万
円-120万円-33万円）×6.85％
④210万円の場合　⇒年額　77,220円（保
険料の軽減に該当しません）

（計算式）�38,175円�＋（210万円-120万円
-33万円）×6.85％�

《保険料の納付方法は？》
2種類の納付方法があります。

特別徴収
介護保険と同じように、被保険者本人の年金

から年金受給期ごとに天引きさせていただき
ます。

普通徴収
年金収入が年額18万円未満の方や、介護保
険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年
金収入額の2分の1を超えるとき等は、市町か
ら被保険者あてに送られる納付書または口座
振替で納めていただくことになります。

《保険料の納付はいつからですか？》
①平成20年4月1日に国民健康保険（国保組
合含む）から移行する方

　…原則、特別徴収の場合は平成20年4月か
ら、普通徴収の場合は平成20年7月から
②普通徴収の対象になる方や、被用者保険の
被保険者本人で被用者保険から移行する方

　…原則、平成20年7月から

③被用者保険の被扶養者で被用者保険から移
行する方
　…原則、平成20年10月から
※�なお、年度途中で年齢到達等により被保
険者となった方は、いったん普通徴収とな
り、特別徴収の条件に該当すれば、その後
特別徴収になります。

《被用者保険の被扶養者だった方の保険料はいくらになりますか？》
次の①②に該当する方は、資格取得日から2年間、保険料額が軽減されることになっています。

①平成20年4月1日に移行される方で平成
20年3月31日に被用者保険の被扶養者
であった方

②制度開始後の年度途中で年齢到達等によ
り資格取得される方で、資格取得日の前
日に被用者保険の被扶養者であった方

なお、平成20年度中は特例措置として、4月
から9月までは保険料負担を免除し、10月から
翌年3月までは、均等割額のみ9割軽減してお
支払いいただきます。

また、平成21年度以降は、均等割額のみ5
割軽減（通常の7割軽減が適用される場合は7
割軽減）した額をお支払いいただきます。

保険料計算例（平成20年4月1日加入の場合）
・平成20年4月から9月
……保険料は免除されます。

・平成20年10月から平成21年3月
……38,175円（均等割額（年額））×�1／2（半年分）×�1／10（9割軽減）＝1,908円（6カ月合計額）

・平成21年度
……38,175円（均等割額（年額））×�1／2�（5割軽減）＝�19,087円／年
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乳幼児期に培われた味覚や食事の嗜
し

好
こ う

は、子どもの生涯にわたる食習慣に大きな影響を与えま
す。特に乳幼児期から健康的な食習慣の基礎を培うことが生活習慣病予防の点からも非常に重要
です。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　hoken＠tagatown.jp

こんにちは保健師です

☆乳幼児期の食事はなぜ大事なの？
乳幼児期の食事は、「体づくり」「心づくり」

「人間関係づくり」の基礎となります。子ども
が育つ環境は、それぞれの家庭で違いますが、

家族みんなの楽しい食卓が拠点であることは
同じです。また、味覚や嗜好がつくられる大切
な時期ですから、成長に合わせた楽しい食事時
間をつくっていきましょう。

す
く
す
く
楽
し
い
食
生
活　
～
家
族
み
ん
な
の
食
生
活
を
見
直
そ
う
～

☆食事のリズムを大切に　　〜毎日の生活リズムを整えましょう〜

果物ジュースなどの甘い飲みものになってい
ませんか。「甘いお菓子と甘い飲み物」はむし
歯にもつながります。乳幼児期から甘いものを
控えることが、子どもの健康な体づくりと健康
な歯を守るために大切です。

体育指導委員かわらばん

エンジョイ—
スポーツデーの—
お知らせ

寒さもひとしおですが、体調
を崩されていませんか。
さて、19年度の「エンジョ

イスポーツデー」の要項が決
まりました。今回もおなじみの
ニュースポーツを取り入れまし
たので、冬眠していた体をそろ
そろ動かしてみませんか。ご家
族、お友だち、お誘い合わせで
ご参加ください。

日時■3月2日（日）
　　9時30分〜
場所■B＆G海洋センター
　　体育館
種目■ビーチバレー
　　スマイルボウリング
　　ボードゲッター
　　紹介種目
　　「競技玉入れ」
対象■小学4年生以上
　※�3年生以下も参加可能で
すが、保護者の方と一緒
にお願いします。

申し込み■4〜6人を1チーム
として、海洋センター内体
指事務局まで申し込んで
ください。
なお、各字チラシ、回覧、ホー

ムページにも掲載しています
ので、そちらもご覧ください。

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
　
(有)２
-１
６
２
５
　
(電)４
８
-１
６
２
５
　
bg@

tagatow
n.jp

今回は、楽しくて効果も期待できる足のトレーニング遊びをご紹介します。

B＆G海洋センター　（有）2-1625　（電）48-1625　bg@tagatown.jp

足のトレーニング遊び

①まず、いすに座ります。
②そして、両足のつま先から前にタオ
ルを敷きます。（イラスト参照）

③つま先でできるだけ早く手前にた
ぐりよせます。
　→これを2〜3回行います。

※片足でもチャレンジしてみてくださ
い。ものたりない方は、立ったまま
の姿勢でチャレンジ！

■タオルギャザー

①まず4人程度のグループをつくりま
しょう。
②次にそのグループで小さめの円を
つくります。
③最初の人の左足の甲にタオルを乗
せたら準備は完了です。

④右隣りの人の左足にそのタオルを
乗せます。

⑤乗せられた人はそのタオルを右足
に乗せ換え、さらに右隣りへリレー

していきます。

この種目は回数や強さよりも、どう
すればうまく渡せるかといった足の
コーディネーション力を高める要素も
含まれますので、ゲーム感覚で行うと
よいでしょう。
もちろん、足を持ち上げているの
で、下肢の筋力トレーニングにもな
り、一石二鳥です。

■タオルリレー

体全体がどんどん大き
くなるとき、脳や内蔵
ができる時期だから、
体にしっかりと栄養分
をとどけましょう。

子どもの”食べもの”
や”食べること”に対す
る興味をつぶさないよ
うに、味わう力を育て
ましょう。

まわりの人間に反応
しはじめる時期です。
家族みんなの楽しい
食卓にしましょう。

体づくり

人間関係づくり心づくり

子どもの成長には、食べること（栄養）、遊ぶ
こと（運動）、眠ること（休養）が大切です。
子どもを含め、家族全体の食事を見直してみ

ましょう。
1日中だらだら食べたり、3回の食事よりお

やつ（間食）が中心になっていませんか？
おなかがすいたらご飯を食べて、遊んで、
眠って……と、食事のリズムを整えることは「早
寝、早起き、朝ごはん」をはじめとして生活全体
のリズムを整えることにつながります。
何より空腹感は食事の最高の隠し味です。お

なかがすいたら食事の時間を待ち遠しく迎え
られるようになり、食事の時間が楽しくなるは
ずです。
子どもにとって、おやつは食事の一部です

が、昼食・夕食までは2時間以上あけ、食事時間
は空腹になるように、分量、種類を調整しましょ
う。
おやつの内容はどうでしょうか？チョコレー

ト、あめなどの甘いお菓子に、炭酸飲料、野菜・

起
床・着
替
え

夕
食

入
浴・

　
　

歯
み
が
き・

　
　
　

就
寝
準
備

遊び

おやつ・遊び

昼食

睡眠

（昼寝）

朝
食・

　
　

歯
み
が
き

6:00

18:00

12:00

15:00
20:00

3月1日から、屋内多目的運動広場の夜間の利用時間帯が下記のとおり変更
となります。

変更前 変更後

①18：00〜19：30 ①17：30〜19：00

②19：30〜21：00 ②19：00〜20：30

③20：30〜22：00

※料金は、①②③それぞれ1,000円です。

お知らせ

屋内多目的運動広場利用時間帯の変更について

（参考著書：財団法人　健康・体力づくり事業財団　健康づくり　8　№352）
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なお、彦根税務署では、申告期間中の申告指
導は、彦根商工会議所4階大会議室で行います。
税務署では行いませんので、お間違えのないよ
うにお願いします。土・日曜日、祝日等は、申告相
談および申告書の受付は行っていませんが、申
告書は郵送または税務署の「時間外収受箱」へ
投かんなどの方法によっても提出できます。
また、申告会場では、「前年の控え」および

「確定申告の手引き」等を参考にご自分で作
成していただき、会場内を巡回する職員が、わ
からない点をアドバイスさせていただく「自書
申告」を推進しています。

また、数字などを入力するだけで簡単に申告
書が作成できる、パソコンコーナーも設置して
います。会場は9時から17時までご利用いた
だけます。申告書提出時の混雑を緩和するた
め、申告書の検算などは後日改めて行うことと
していますので、ご了承ください。
なお、ご来場される際には、印鑑・電卓・筆記
用具を持参ください。また、駐車スペースが少
ないことから、当会場へお越しの際は、できる
だけ公共交通機関をご利用ください。
申告書の提出は、税務署までお越しいただか

なくても、郵送により提出することができます。

確
定
申
告
を
お
忘
れ
な
く

多
賀
町
標
準
小
作
料
の
改
訂
に
つ
い
て

標準小作料制度は、法律の規定によって農
業委員会が農地の自然的条件、利用上の条件
などを考慮して、賃貸借の契約の目安として小
作料の標準額を定めることとされています。
小作料は、原則的に貸し手と借り手の間で自

由に契約することができるものですが、何らか

の目安がないと決められないことが多いことか
ら標準額を定めるもので、社会的事情の変化
に応じて改訂しています。
今回、改訂（平成19年12月25日公示）した

小作料の標準額は、次のとおりです。

標準小作料（平成１９年度改訂）
田の部— （１０アール当たり）

農������地������区�����分 小作料の
標準額�（円）地���区���の���区���分 地�区�の�範�囲

第１地区（平坦地域）

ほ　場
整備田

多賀、大岡、八重練、一円、木曽、久徳、月之木、
中川原、土田、敏満寺、富之尾、楢崎

９，０００

第２地区（山間地域） 四手、栗栖、藤瀬、樋田、霜ケ原、佐目、壺 ７，０００

第３地区（平坦地域）

未ほ場
整備田

多賀、大岡、八重練、一円、木曽、久徳、月之木、
中川原、土田、敏満寺、猿木、富之尾、楢崎

７，０００

第４地区（山間地域）
四手、上水谷、下水谷、栗栖、川相、藤瀬、梨ノ木、
一ノ瀬、仏ケ後、樋田、霜ケ原、佐目、壷

４，０００

畑の部— （１０アール当たり）

農�����地������区�����分 小作料の
標準額（円）��地���区���の���区���分 地�区�の�範�囲

多��賀��町 多賀町全域 ３，０００

税務課　（有）2-2041　（電）48-8113　zei@tagatown.jp

平成19年分の所得税・個人事業税・町県民税の
申告期間が間近になりました。
申告相談および申告書の受付は、所得税は、2月18日（月）から3月17日（月）までです。
役場は、１階会議室が申告会場です。

平成19年分農業所得についても、昨年同
様個人で収支計算をして確定申告書に収支内

訳書を添付していただくことになっていますの
で、ご注意ください。

農業所得の申告

確定申告が必要な年金受給者の方のため
に、2月8日（金）、12日（火）、13日（水）、14日（木）、15
日（金）に彦根商工会議所4階大会議室で申告指
導を行います。

地区納税相談および出張相談会場
地区納税相談日 出張納税相談日
2月20日（水） 2月20日（水）
多賀町商工会 役場1階会議室

年金受給者のための事前集合指導

国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用すると、e-Taxの申告用デー
タが作成でき、作成したデータを当コーナーか
ら簡単な操作により自宅から電子申告するこ

とができます。
　そのために必要な一連の手続きについて、わか
りやすく説明した案内サイトをe-Taxホームペー
ジに開設していますので、ぜひご利用ください。

e-Taxで確定申告を

例年提出をお願いしていました「町県民税
申告用紙」は、給与支払報告書、確定申告書や
公的年金支払報告書によって所得が把握でき
ることから今年度から廃止させていただきま
す。替わって、所得が把握できかねる方には、
所得申告書を送付し、提出していただくことと

します。（町県民税のみの申告は、申告期間中
に役場で申告してください。）
また、来年度から口座振替のお知らせハガキ
は廃止します。領収お知らせハガキが必要な方
は、多賀町税務課までご連絡ください。

廃止のお知らせ

農業委員会事務局（農林商工課内）　（有）2-2030　（電）48-8117　norin@tagatown.jp

多賀町標準小作料の改訂について

広報たが—2008年2月号

10

広報たが—2008年2月号

11

税 農業委員会



近年、青少年に起因する犯罪のニュース
が目立つようになり大きな社会問題になっ
ています。青少年の健全育成および非行防
止のために、青少年にとってよりよい社会環
境の整備や、青少年を取り巻く大人たちの
健全な養育態度について考えなければなり
ません。
社会環境部会では、昨年と同様に2点の

取り組みをし、新たに1点進めようと考えて
います。

①酒、タバコの自動販売機の夜間自粛規制の
現状確認活動
町内の自販機18カ所の夜間規制実態調査

を行ったところ、2カ所でタイマーの不調が見
受けられました。今後もこの活動は、継続して
いきたいと思います。

②落書きをしない環境づくり活動
毎年、多賀町青少年健全育成協調月間にお

ける啓発のぼり旗の設置と並行して落書き調
査を行っています。昨年は、9カ所見つかりまし
たが、今年は、駅前の1カ所でした。『落書き消
し隊』の出番もなく、終えることができました。

③町内の暗い場所、危険な場所の現状確認
活動
自転車通学する子どもの安全についてです

が、夜の暗い場所、危険な場所を把握し事件や
事故から守るように考えています。

以上の活動をもとに、子どもが地域の中で生
き生きと暮らせる空間を創りだすのは、地域に
いる大人たちの役割です。皆さんのご理解とご
協力を今後ともよろしくお願いします。

家
族
み
ん
な
の

小
さ
な
お
守
り
に
！

社会教育課　（有）3-3740　（電）48-1800

社会環境部会の活動報告について
多賀町青少年育成町民会議　社会環境部会長　田中　和彦

医療制度改革により、4月から健診等の実施
主体が変わります。たとえば、職場の健康保険
等に加入されている40歳以上75才未満の被
保険者（本人）・被扶養者（家族）の場合、その

医療保険者が健診等を行うことになります。ま
た、国保加入者の40歳から75歳未満の方の
健診等については、今までどおり国保（多賀町）
の実施する健診を受けてください。

環境生活課　（有）2-2031　（電）48-8114　kankyo@tagatown.jp

健診等は各健康保険の医療保険者が行います

平
成
19
年
度
防
火
標
語

「
火
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現在の健診 平成２０年４月からの健診
根 拠 法 令 老人保健法 高齢者の医療の確保に関する法律

実 施 主 体 多賀町 国保 国保以外の健康保険
多賀町 各医療保険者

受診対象者 年に１回健診を受ける機会の
無い１８歳以上の方

４０〜７５歳未満の
国保加入者

４０〜７５歳未満の被保険
者（本人）・扶養者（家族）

健 診 名 ふれあい健診（４０〜６９歳）
老人健診（７０〜７４歳） 特定健康診査・特定保健指導

3月1日から7日までの1週間、「春季全国火
災予防運動」が実施されます。この運動は、火
災が発生しやすい気候となる時期を迎えるに
あたり、一人ひとりが火災予防の知識を持ち、
それを実践することにより火災の発生を防ぐこ
とと、火災による死傷事故や財産の損失を防ぐ
ことを目的として毎年この時期に実施している
ものです。
ちょっとした気の緩みや不注意による出火を
防ぐために、「火の用心7つのポイント」を皆さ
ん一人ひとりがつねに意識するように心がけて
ください。

火の用心7つのポイント
①家の周りに燃えやすいものを置かない。
②寝タバコやタバコの投げ捨てをしない。
③てんぷらを揚げているときはその場を離れ
ない。
④風の強いときはたき火をしない。

⑤子どもにマッチやライターで遊ばせない。
⑥電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな
い。
⑦ストーブには燃えやすいものを近づけない。

以上のことを守り、まさかの事態に適切に対
応できるよう防火について今一度見つめなお
しましょう。また、自治会や事業所などで実施さ
れる消防訓練には積極的に参加し、通報の仕方
や消火器の取り扱い方を訓練し、自分の身は自
分で守るという強い気持ちを培ってください。

彦根市消防署　犬上分署　（電）38-3130

春季全国火災予防運動

交通災害共済は、県民一人ひとりが掛け金を
出し合って、交通事故にあわれた方に見舞金を
おくり、救済しようという住民のための共済制
度です。
この制度は、子どもから高齢者までだれでも
加入でき、見舞金の請求手続も簡単です。
※交通事故発生日から1年以内が請求期間で
す。加入者の方で見舞金の請求をお忘れの
方はご注意ください。

掛け金■500円（1人あたり）
共済期間■平成20年4月1日〜平成21年3月31日
加入手続■所定の申込書（2月中旬配布予定）
に必要事項を記入の上、掛け金を添えて
各字区長さんまたは個々にて加入申込書
の指定金融機関、企画課のいずれかへお
申し込みください。

見舞金が支給されます
・道路で起きた車両等による交通事故で、1日で
も通院されれば見舞金の支給対象になります。

・警察に届けられた交通事故はもちろん、次の
ような場合も対象になります。
例：歩行中、走行してきた自転車に接触して負
傷した。

例：道路上で自転車に乗ろうとしてペダルに
足をかけそこない転倒し負傷した。

例：バスに乗車中、急ブレーキのため乗客が
車内で転倒し負傷した。

見舞金が支給されません
・会社・工場・自動車教習所内など、一般の交通
のため開放されていない場所で負傷された
場合

・飲酒運転、無免許運転、重大な過失による交
通事故の場合

・交通事故以外での負傷

見舞金支給額、見舞金請求方法など、詳しく
は企画課までお問い合わせください。

企画課　（有）2-2018　（電）48-8122　kikaku@tagatown.jp

みんなで交通災害共済に加入しましょう！

新しい健診制度では、生活習慣病を防ぐため
に「特定健康診査・特定保健指導」を行います。
生活習慣病は、健康を損なうだけでなく、医療費
の増加に影響しています。この生活習慣病の芽
は早い時期から健診結果に表われてきます。
「特定健診・特定保健指導」では、健診によっ

てメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
に着目し、危険度に合わせて保健指導（改善と
予防に向けた支援）を行い、より効果的に生活
習慣病対策を行います。
積極的に健診を受けて、健康づくりにお役立

てください。

特定健康診査と特定保健指導で生活習慣病を防ごう
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選挙期日の告示日— 3月4日（火）
立候補受付日— 3月4日（火）
選挙運動の期間— 3月4日（火）〜3月8日（土）
期日前投票の期間— 3月5日（水）〜3月8日（土）
　時間■8時30分〜20時
　場所■多賀町役場1階　期日前投票所
選挙期日（投票日）— 3月9日（日）

投票のできる方
①日本国民で、選挙の日に満20歳以上の方
（昭和63年3月10日以前に生まれた方）
②平成19年12月3日以前から引き続き3カ
月以上本町の住民基本台帳に登録され、か
つ選挙人名簿に登録されている方

投票するにあたって
投票は、選挙人名簿に登録されている各投
票区の投票所で行使することになりますが、投
票所は7時に開き、20時に閉鎖されます。一部
の地域（第7・8・13投票区）は、19時に閉鎖さ
れます。
投票に際しては、選挙人と判別するために事
前に選挙管理委員会から投票所入場券が交付
されますので必ず持参してください。
もし、紛失などされた場合は、その旨を係員

に申し出れば投票はできます。

期日前投票と不在者投票
選挙期日における投票と同様に投票用紙を
直接投票箱に入れることができる期日前投票
制度が創設されています。入場券を持参のう
え、期日前投票事由を申し立て、宣誓書を提出
することになります。

こんな時は期日前投票を
投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定

がある方、仕事でさしつかえる方は、期日前投
票ができます。
また、病気やケガ、出産などで投票日に投票
できない方、レジャーや買い物などの私用で、

『子育てサークルパオパオ』は、今年で丸10
年がたちました。10年前に町内のお母さんた
ちの手でつくられ、現在も活動が続いているの
は、遊びに来てくれる親子がいて、協力をしてく
れる方々がいてくれるからこそだと思います。
サークルの中には『実家が多賀町で実家の親
から聞いて遊びに来ました』『多賀の友だちか
ら聞いて』というように、町外から参加してくれ
る親子もあります。

最初はお母さんから離れられなかった子が、
お友だちと遊べるようになり、絵本が聞けるよ
うになり、手遊びができるようになり『笑顔』で
帰って行く……そのすべてがたいへんうれしい
ことです。ぜひ気楽に参加してください。案外
知り合いの方がおられるかもしれませんよ。
今年は、パオパオ第2期のお友だちが3月に

小学校を卒業されます。皆さん、おめでとう!!　
また遊びにきてくださいね。

多賀町選挙管理委員会　（有）2-2001　（電）48-8120

多賀町長選挙および多賀町議会議員一般選挙

投票日に投票区の区域内にいない方も期日前
投票ができます。

代理投票・点字投票
目の不自由な方は、点字投票ができ、身体の
障害などで字を書くことができない方は、代理
投票ができます。いずれの場合も本人が投票
所へ出向き、投票管理者へ申し出てください。

身体に重度の障害のある方は
身体に重度の一定の障害を有する方は郵便

で投票する制度があります。これは郵便投票証
明書（7年間有効）の交付を受け、投票用紙等
の交付申請をしていただいたうえで、郵便によ
り投票する制度です。

入院中等の方は
病院や老人ホーム等に入院中などの方は病
院等で不在者投票ができますので、病院等を
通じて投票用紙等を取り寄せてください。投票
できる施設は限られていますので、病院等でお
尋ねください。

中央公民館　（有）3-3740　（電）48-1800

こんにちは　子育てサークルパオパオです！

ただいま会員募集中！
突然の参加でOKです。一度、遊びに来てみ

てください。
日　時■毎週木曜日　10〜12時
会　費■1人1回　50円
場　所■中央公民館横児童館�
（第2木曜のみ図書館2F大会議室）

内　容■手づくり遊び、自由遊び、手遊び、クリ
スマス会、お楽しみ会など

▲親子リズムダンス教室

同時会員募集

子育て支援サークル　たんぽぽ
子どもたちへの読み聞かせが好きな方、子

ども向けの作品をつくってみたい方、一緒に活
動しませんか？
日　時■第1・3木曜日　13時30分〜
場　所■中央公民館もしくは児童館
（突然の参加、見学OKです）
内容■製作（パネルシアター・ペープサート・エ
プロンシアターなど）、読み聞かせ

活動例■町内保育園へ月1回の読み聞かせ、
園・子育てサークルの行事参加

子育てサークル　　どんぐり
幼保年中〜小学校3年生までの親子、4〜6

年生児童、子育てに手の空いた大人の方
日時・場所■内容により異なります。
内容■クッキング・ガラスアート・陶芸・クリスマ
ス会など年4回の活動です。

わが家のたからもの

川
か わ

添
ぞ え

輝
き

琉
る

亜
あ

くん（平成14年3月23日生まれ）
　　愛

あ い

姫
き

ちゃん（平成15年3月27日生まれ）
　　美

み

姫
き

ちゃん（平成18年12月5日生まれ）
いつも一緒の3人組です。けんかもするけど、
仲良しなんだよ。ずっと仲良しでいてね。

3月9日（日）
投 票 日

7時〜20時
（一部の地域については19時まで）
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滋賀県には琵琶湖固有種を含めた多くの淡
水魚が生息していて、それらを調べることは滋
賀県の自然環境を知るうえで非常に興味深い
テーマのひとつです。そこで、今回は琵琶湖博

博物館連続講座

「指導者のための淡水魚学専門講座」（2月分）

作業をしていたい…」と話されていました。
多賀町では、平成17年に敏満寺遺跡の石仏

谷墓跡が国史跡に指定されるまで、調査研究に
ご尽力いただきました。その後も、継続してご
指導をいただき、史跡整備にとりかかろうとし
た、平成18年3月に他界されました。
猫又さんは、ふだんは穏やかな口調で話し、

長いひげ細い体を真っすぐに伸ばした姿勢は
「仙人」のようでした。趣味が多彩で、木彫や陶
芸、文学や書、音楽を好み、いろいろな作品を
残されました。本展では、猫又さんの作品と敏
満寺遺跡の調査成果を紹介します。
観覧は無料です。お気軽にご覧ください。
左の絵は、平成17年に安土城考古博物館

で開催された企画展『謎の敏満寺を再現する』
のポスターになったもので、猫又さんが敏満寺
遺跡発掘調査成果をもとに中世のようすをわ
かりやすく絵にして復元したものです。左は町
屋、中央は門・講堂・塔などお寺、右はお墓（石仏
谷）です。

期間■2月9日（土）〜4月6日（日）まで
場所■あけぼのパーク多賀　ホール・ギャラ
リー・美術工芸展示室
猫又さん（故　松澤�修さん）は、歴史や自然

を愛した考古学者でした。「一生、現場で発掘

多賀のゆかいな生き物図鑑㉛
ホットケない絶滅危惧のドジョウ

ホトケドジョウ

多賀町には、ドジョウの仲間が4種類生息し
ています。その中でも、体が5〜8㎝程でずん
ぐりしていて、黄土色に小さな黒斑点のあるド
ジョウが、ホトケドジョウです。顔をよく見ると、
ヒゲが8本で普通のドジョウに比べて2本（1
対）少ないことも特徴です。
ホトケドジョウは、主に湧き水などのある山間
部の水田地帯や小さなため池などに生息して
います。近年では環境の変化などにより全国的
に生息個体数が減少しており、環境省のレッド
データブックでは絶滅危惧IB類、滋賀県のレッ
ドデータブックでは、絶滅危機増大種に位置づ
けられています。
博物館では多賀町内の河川や水田地帯、た

め池に生息する魚を調査しているのですが、こ
のホトケドジョウは水田地帯やため池（主にイ
リと呼ばれる小さな池）などで生息が確認され
ました。また、調査の結果、滋賀県内の他の地
域と比べても多くの生息場所が残されている
ため、町内山間部の水田地帯は県内のホトケド
ジョウの生息地として非常に重要な場所である
こともわかってきました。ホトケドジョウのよう
な貴重種は地域の自然環境保全のシンボルと
しても有効であり、博物館でも多くの人ととも
にこのホトケドジョウを中心とした保全活動を
していきたいと考えています。
また、従来ホトケドジョウは1種と考えられて
いましたが、近年の研究により、山奥の細流に
生息しているホトケドジョウの中には体の模様
や形態が違うナガレホトケドジョウという別の
種類が含まれているということがわかってきま
した。ナガレホトケドジョウは京都府や奈良県で
は確認されているのですが、滋賀県ではまだ発
見されておらず、多賀町で発見することができ
れば、県内最初の記録となります。もし山奥で
写真のようなホトケドジョウを見つけたらぜひ
ご一報ください!!
（多賀の自然と文化の館学芸員　金尾滋史）

▲ずんぐりとした体のホトケドジョウ

▲とても珍しいホトケドジョウの白化（アルビノ）個体

▲ホトケドジョウの生息地。このように冬でも水が残る
水路や水田が少なくなっています。

http://w
w

w.tagatow
n.jp/ ~taga-m

us/

多賀町立博物館・多賀の自然と文化の館　（有）2-2077　（電）48-2077　（Ｆ）48-8055　museum@tagatown.jp

物館と共同して河川や水路で魚類調査を行う
ための調査方法や、滋賀県に住む魚類の基礎
的、専門的な内容を講義します。

多賀町立文化財センター　（有）2-0348　（電）48-0348　bunkazai@tagatown.jp

「猫又」作品展開催中

日時■2008年2月毎週土曜日　いずれも10時30分〜12時
場所■多賀町立博物館�多賀の自然と文化の館　大会議室
定員■各20人　※中学生以上（原則として、連続で受講可能な方を優先しますが、1回ごとの参
加も可能です。）

申し込み■電話、FAX、当館カウンターにて受付　※事前申し込みが必要です。

第3回（2月2日）　魚と田んぼの関係
　　　講師■金尾滋史〈多賀の自然と文化の館学芸員〉
第4回（2月9日）　滋賀の魚———生態と見分け方——
　　　講師■秋山廣光さん〈琵琶湖博物館専門学芸員〉
第5回（2月16日）　滋賀県にすむサケの仲間たち
　　　講師■桑原雅之さん〈琵琶湖博物館専門学芸員〉
第6回（2月23日）魚をかいした湖と人間のかかわりの歴史
　　　講師■中島経夫さん〈琵琶湖博物館上席総括学芸員〉
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映画会
アニメ—『ナルニア国物語—第一章

−ライオンと魔女−』
日時■2月16日（土）　14時〜（142分間）
場所■2階大会議室

おはなしのじかん
日時■2月2、9、16日
　　いずれも土曜日�15時〜
場所■おはなしのへや
※�第1・3土曜日は子どもの本のサークル「こ
のゆびとまれ」、その他は図書館司書が行
います。

子どもやきもの展
期間■1月29日（火）〜2月11日（月）
場所■対面朗読室
出展■子ども陶芸教室

発明作品展
期間■2月13日（水）〜19日（火）
場所■対面朗読室
出展■多賀町少年少女発明クラブ

「蔵書点検応援団」募集
2月20日（水）〜29日（金）の特別整理休館日に
先だっておこなう、閉架書庫の資料の点検に参
加しませんか？
活動期間■2月9日（土）〜17日（日）　開館時間中
※�開館時間中であれば、ご希望の時間帯に参
加していただけます。
活動場所■図書館　閉架書庫
活動内容■携帯端末による閉架書庫資料の点
検作業

参加条件■中学生以上の方
参加申し込み■1月26日（土）
　　10時から受付開始
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

特別整理休館のお知らせ
本の点検・整理のため、休館させていただき

ます。
期間■2月20日（水）〜29日（金）　本の返却は玄
関横のブックポストへお願いします。

※博物館、文化財センターは開館します。

多賀町立図書館　（有）2-1142　（電）48-1142　（Ｆ）48-1164　tosho@tagatown.jp

あけぼのパークカレンダー
2月の休館日
日 月 火 水 木 金 土
　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

■…休館日
※�20日（水）〜29日（金）は特別整理のため、図書館のみ休
館です。

3月の休館日
日 月 火 水 木 金 土
　 　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

■…休館日
※27日（木）は、月末整理のため、図書館のみ休館です。

移動図書館さんさん号　2月の巡回
2月1日（金） 2月8日（金） 2月15日（金） 2月22日（金）

10:10〜10:35
藤瀬

(草の根ハウス)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所)

10:10〜10:35
藤瀬

(草の根ハウス)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所)

10:45〜11:10
川相

(皆さまの店くぼ)

10:55〜11:30
多賀清流の里

10:45〜11:10
川相

(皆さまの店くぼ)

10:55〜11:30
多賀清流の里

12:50〜13:30
大滝小学校

13:00〜13:35
多賀小学校

12:50〜13:30
大滝小学校

13:00〜13:35
多賀小学校

14:00〜14:30
大杉

(自警団車庫)

14:00〜14:30
多賀幼稚園

14:00〜14:30
大杉

(自警団車庫)

14:00〜14:30
犬上ハートフル
センター

14:50〜15:20
萱原保育所

15:20〜15:45
猿木

(西光寺前)

14:50〜15:20
萱原保育所

15:20〜15:45
猿木

(西光寺前)

15:40〜16:15
たきのみや保育園

15:55〜16:25
ささゆり保育園

15:40〜16:15
たきのみや保育園

15:55〜16:25
ささゆり保育園

※�利用カード、本ともに図書館と共通です。
　�天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
※�多賀幼稚園は第2金曜日のみ、
　犬上ハートフルセンターは第4金曜日のみの巡回です。

図書館応援団
「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし

ます。
日時■2月9日（土）　13時30分〜
集合場所■2階　小会議室
子どもの本のサークル
「このゆびとまれ」活動日
子どもの本について学んだり、「おはなしの

じかん」を行っています。
日時■2月2（土）、16日（土）　13時30分〜
集合場所■2階　大会議室
図書館からのお知らせ
おもちゃあそびの広場
日時■3月9日（日）　10時30分〜
講師■岩城�敏之さん
場所■2階　大会議室

あ
け
ぼ
の
パ
ー
ク
多
賀
か
ら
の
お
し
ら
せ

本の紹介
一般書

『カツラ美容室別室』
山崎ナオコーラ/著
河出書房新社　913.6ヤマ
こんな感じは恋の始まりに似

ている。しかし、きっと実際は違
う……。カツラをかぶる店長・桂
孝蔵の美容室で出会った人々と

のゆくえは？大人の事情、大人の友情にせまる作品。

『狩人は都を駆ける』
我孫子武丸/著
文藝春秋　913.6アビ
動物嫌いの私立探偵のもと

には、なぜかペット絡みの依頼
ばかりが舞い込む。ドーベルマ
ン誘拐、野良猫連続殺し、ドッグ

ショーの警備等々、京都を舞台に今日も大活躍。

『「徹子の部屋」の30年
あの名場面をもう一度』
「徹子の部屋」制作委員会編
講談社　699.6
8000回を超えるインタ

ビュー番組「徹子の部屋」。
テレビの歴史にさん然と輝

く人気＆長寿番組の秘密が明らかに。

児童書
『ロボットと

あおいことり』
デイヴィット・ルーカス
/作　なかがわちひろ
訳/—偕成社　KEロボ
働くだけ働いて心

臓が壊れてしまったロボットは、ゴミの山にすて
られてしまいました。そこへやってきたのは、南
の国へ渡りそびれた青い小鳥でした……。

『タンタンとピカロたち』
エルジュ/作　川口恵子/訳
福音館書店　KEタン
南米でつかまってしまった

ハドック船長たちを助けに
いったタンタン。しかし、革命
を手伝うはめになり……。

『ねこのおんがえし』
中川李枝子/文
山脇百合子/絵—
のら書店　K913ナカ
「とらときつね」「さるのき
も」「山伏とたぬき」など、12
話の楽しい昔ばなし。

共催—■子育てサークル「パオパオ」・子どもの本
のサークル「このゆびとまれ」

第1部—
「子どもの遊びを高める大人のかかわり
−子どもたちの遊ぶようすを見ながら」
子どもとあそびながら、あそびのポイントの
指導と子育てのお話
時間■10時30分〜12時
対象■就学前の子どもと保護者30組
申し込み■2月2日（土）　10時〜
　先着順（電話申し込み可）
第2部—
「親子で一緒におもちゃで遊ぼう！」
時間■13時〜15時
対象■子どもから大人まで
申し込み■不要
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よろず相談
今月の相談日■2月16日（土）
来月の相談日■3月17日（月）
時間■いずれも9時〜11時30分
場所■多賀町総合福祉保健センター
「ふれあいの郷」　ボランティア室

べての待遇についてパートタイム
労働者であることを理由に差別的
に取り扱うことは禁止されます。）
4.パートタイム労働者から通常の労
働者へ転換するチャンスがうまれ
ます。
5.パートタイム労働者と事業主の苦
情・紛争解決の仕組みがととのえら
れます。
お問い合わせ
滋賀労働局　雇用均等室
（電）077-523-1190

英語講座受講生募集
英語によるコミュニケーション能力

の向上をめざします。アメリカの語学
学校で学ぶのと同様の体験ができま
す。
期間■4月16日（水）〜7月8日（火）�
※土日祝は休講

場所■ミシガン日本センター�
（彦根市松原町）

コース■○テーマ別コース・夜間コー
ス（週2〜4時間、受講料4万〜8
万8千円）○集中コース（月〜金
曜日、1日2〜4時間、受講料15
万〜28万5千円、入寮可）

　　※�ほかにもコースを用意してい
ます。詳しくは、下記お問い合
わせ先まで。

申し込み締め切り■3月25日（火）
お問い合わせ
ミシガン州立大学連合日本センター
（彦根市松原町網代口1435-86）
（電）26-3400
http://www.jcmu.net

もう一度働きたい！—
あなたのカムバックを—
応援します。
（財）21世紀職業財団では、再就職の
準備を、長期的に応援する「再就職希
望者支援事業」および「再チャレンジサ
ポートプログラム」を実施しています。
妊娠、出産、育児、介護等を理由に

退職した方で、再就職を希望する方
が対象です。

・再就職の準備に役立つ「Re・Be
ワークセミナー」（再就職準備セ
ミナー）に参加いただけます。
・再就職に役立つ情報誌「Re・
Be」（年3回）を送付します。
・専門のコンサルタントが再就職に
向けての個別相談に応じます。
詳細・お問い合わせ
（財）21世紀職業財団　滋賀事務所
（電）077-523-5141
fvbn8200@nifty.com
http://www.jiwe.or.jp

最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金は、常用・パートな

ど雇用形態を問わず、県内すべての
労働者に適用されます。最低賃金は、
賃金の最低額を保障するとともに、労
働条件の改善に重要な役割を果たし
ています。
滋賀県内で労働者を1人でも使用

している事業主は、平成19年10月
25日から、1時間　677円以上、賃
金を支払う必要があります。
お問い合わせ
滋賀労働局　賃金室
（電）077-522-6654
彦根労働基準監督署
（電）22-0654

自衛官　募集
職種■自衛隊一般幹部候補生（パイ
ロット要員もあります。）

応募資格■平成21年4月1日現在20
歳以上26歳未満で、大学卒業の
方（見込み含む）。大学院卒業の方
（見込み含む）は、28歳未満。

受付期間■4月上旬〜5月上旬
試験日■1次：5月中旬（筆記）、2次：6
月中旬（面接）、3次：パイロット要
員のみ

お問い合わせ
自衛隊彦根地域事務所
（電）26-0587
彦根市旭町1-24
田中ビル2nd　1F

税関では、お預かりしている—
次の通貨・証券などを—
お返ししています。
・終戦後、外地から引き揚げて来ら
れた方々が、上陸地の税関または
海運局に預けられた通貨・証券な
ど
・外地の終結地において、総領事館
や日本人自治会などに預けられた
通貨・証券などのうち、その後日
本に返還されたもの
お心当たりの方は税関へお問い合

わせください。ご本人だけでなく、ご
家族の方もお問い合わせや返還請求
をすることができます。
また、保管証券返還のご案内は、大
阪税関ホームページでもご覧いただ
けます。（http://www.customs.
go.jp/osaka/）
お問い合わせ
大阪税関監視部取締総括部門
（電）06-6576-3115
（9時〜17時、土・日・祝日除く）
koho@osaka-customs.go.jp
大阪税関京都税関支署滋賀出張所
（電）077-564-3410

労災保険制度全般について—
ご相談ください！
㈶労災保険情報センター（RIC）で

は、厚生労働省の委託を受けて、労災
医療、労災補償等の労災保険制度全
般のご相談をお受けしています。
相談は無料で秘密は厳守します。

お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
㈶労災保険情報センター滋賀事務所
大津市浜大津2-1-36　大津フコク生命ビル
フリーダイヤル　0120-702-136
z25-shiga@rousai-ric.or.jp

NHK学園—
平成20年度入学生・—
受講者募集中！
NHK学園では、広域通信制高等学
校、福祉通信教育、および生涯学習通
信講座の学生・受講者を募集していま
す。まずは、無料の案内書・願書をご請
求ください。
募集内容■高等学校　普通科
（NHKの放送を利用して3年
で高校卒業資格取得）、専攻科
　社会福祉コース（介護福祉士
受験資格取得・2年制）、社会福
祉士養成課程（社会福祉士受
験資格取得・2年制）、生涯学習
通信講座（趣味から資格まで全
200コース以上）

募集期間■高等学校　普通科：2月
1日（金）〜4月20日（日）、専攻科　
社会福祉コース：（2次募集）2月
20日（水）〜3月17日（月）、社会福
祉士養成課程：（2次募集）2月1
日（金）〜3月5日（水）、生涯学習通信
講座：通年申し込み受付

お問い合わせ
NHK学園　
（電）042-572-3151
案内書請求フリーダイヤル
（電）0120-06-8881

ちびっこ探険学校ヨロン島—
参加者募集
子どもゆめ基金助成事業
文部科学省所管の財団法人国際
青少年研修協会では、『ちびっこ探険
学校ヨロン島』の参加者を全国から
募集しています。この事業は、沖縄に
近い南の島、ヨロン島の青い海と美
しい自然の中で仲間と助け合う楽し
さを知り、在日外国人小学生と活動・
生活をともにすることで、言語や習
慣を越えて友情を深め、国際感覚を
身に付ける第一歩とします。主な活
動は、海水浴、さとうきび刈りおよび
絞り、イカダづくり、イカダこぎ、ハー
レー船大会など、世界でも有数の透
明度をもつ青い海での活動や、南の
島独特の文化を体験する活動、その
ほか洞くつ探険などです。
期間■3月27日（木）〜4月2日（水）�
6泊7日

　　※�期間が異なる地域（沖縄、奄
美）がありますので、ご注意く
ださい。

場所■鹿児島県大島郡与論町
説明会■大阪会場：2月17日（日）、名古
屋会場：2月24日（日）ほか

定員■小学生400人（小学2年生〜
6年生、外国人小学生も含む）

締め切り■3月7日（金）　（先着順）

彦根市立病院に院内助産所が開設されます！
彦根市立病院の産婦人科は、平成19年3月下旬以降、出産、手術等の診療が制限されていましたが、非常勤の産科医
師が確保できたことから、平成20年2月1日より院内助産所が開設されることとなりました。対象は、2人目以降のお産で
あり、正常出産が可能と思われる妊産婦です。

詳細・お問い合わせ　彦根市立病院　（電）22-6050

妊娠
医師の診察
（20週まで）

妊婦健診のみ

院内助産所
コース

ほか施設での分娩
・自然分娩
・誘発分娩
・帝王切開

フリースタイル分娩
（希望する

楽な姿勢での出産）

▶

▶ ▶

▶ ▶

資料請求・お申し込み・お問い合わせ
財団法人　国際青少年研修協会
（電）03-3359-8421
（Ｆ）03-3354-2207
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp

パートタイム労働法が—
変わります！
〜平成20年4月1日施行〜
パートタイム労働者が、その能力を

より一層有効に発揮することができ
るよう雇用環境を整備するため、パー
トタイム労働法が改正されました。
☆何が変わるの？
1.雇い入れの際、労働条件を文書な
どで確認しましょう。事業主は、労
働基準法で明示が義務付けられて
いる事項以外に「昇給の有無」、「退
職手当の有無」、「賞与の有無」を
文書等で明示することが義務化さ
れます。
2.雇い入れ後、パートタイム労働者か
ら求められたとき、待遇を決定する
に当たって考慮した事項を説明し
てもらえます。
3.パートタイム労働者の待遇は、そ
の働きや貢献に応じて決定されま
す。（※通常の労働者と同視すべき
パートタイム労働者については、す
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左右のイラストをよ〜く眺めてく
ださい。いくつか違う部分がありま
す。何カ所あるでしょうか？

①—1カ所—②—3カ所—③—5カ所
答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広
報たが」へのおたより（俳句・短歌・川柳・イラス
ト）やご意見を企画課までお送りください。Ｅ
メール・有線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX—2-2018—
taga@tagatown.jp

締め切りは2月26日（火）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈いたします。
発表は景品の発送をもってかえさせていただ
きます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

りません。内容に関係なく抽選しています。

おたのしみクイズまちがいさがし

おめでた・おくやみ

問題

今月は、『楽しい体育』の紹介をさせ
ていただきます。毎月第2・4日曜日の
13時30分から15時まで、多賀小学
校体育館にて開催中です。（2月、3月
のみ多賀小、4月から第2多賀小・第4
大滝小）2月はマット運動と跳び箱。3
月はニュースポーツです。体育が得意
な子も苦手な子も一緒にサークルに
参加してみませんか？（指導者は、体育

多賀やまびこクラブ事務局（多賀勤労者体育センター内）　㈲2-2480　（電）48-1115　yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

ひとのうごき
平成19年12月末現在
（　）内は前月比
■人口
8,257人� （−14）
■男性
3,934人� （−9）
■女性
4,323人� （−5）
■世帯数
2,654世帯�（−3）

先月号の答え
②—3カ所
でした

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました　→　http://www.yamabiko.tagatown.com

教員の資格を持っておられる方です
ので安心して参加できます）対象は、
小学1年から4年生までですが、5・6
年生でも大丈夫です。一度参加してみ
ませんか？お待ちしています。
ただいま会員募集中！
★—バドミントン（勤労者体育センター
にて）／毎週金曜日19時30分〜
21時30分

★—リフレッシュスポーツ〈好きなス
ポーツをします〉（勤労者体育セン
ターにて）／毎週土曜日19時30
分〜21時30分
★—卓球（滝の宮スポーツ公園にて）／
毎週金曜日19時〜21時

★—野球入門〈小学1〜3年生まで〉
（四手公園グラウンドにて）／毎月
第1・3土曜日9時〜11時

※�すべて、どなたでも体験できます。一度、体験に
おいでください。上靴・飲み物など持参でお願い
します。

ふれあいの郷トレーニング室

トレーニング室であなたの健康づくり！
皆さんの健康づくりを応援するために「ふれ
あいの郷」では、毎月トレーニング室で『体力
測定』を開催中。握力、閉眼片足立ち（バランス
性）、長座体前屈（柔軟性）等を実施します。中高
年の方にもご利用いただける運動機器もありま
すので、ぜひ健康づくりにお役立てください。
なお、はじめてトレーニング室を利用していた

だく方は、初回に利用講習会を受講していただ
く必要があります。

3月の利用講習会日程
13:30〜14:30　体力測定
15:00〜16:00　利用講習会
13:30〜14:30／17:30〜18:30　体力測定
15:00〜16:00／19:00〜20:00　利用講習会

トレーニング室利用時間■10:00〜20:30　利用できな
い日■毎週日曜日、第2・第4月曜日（第2・第4月曜日が祝
日の場合、翌日が休みとなりますのでご注意ください）、
祝日、年末年始　利用対象者■18歳以上の方　利用料
■町内在住・在勤の方200円、町外の方300円　その他■
運動のできる服装・運動靴・タオルをご用意ください。

22日（土）

14日（金）場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
hoken@tagatown.jp

相
談
・
健
診
・
予
防
接
種
・
ひ
ろ
ば
の
案
内

相談等
すくすく相談
３月１３日（木）　受付時間▶�１０：００〜１１：００
子どもに関する健康、子育て等についてご相談を受け
付けています。
すこやか相談
３月４日（火）　受付時間▶�１０：００〜１１：００
ご自分の健康について、ご相談になりたい方は、お気軽
にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪測定も無
料でできます。
健診等
４カ月児健診（離乳食教室）
３月３日（月）　受付時間▶�１３：００〜１３：１５
Ｈ１９年10月生まれの乳児
１０カ月児健診
３月３日（月）　受付時間▶�１３：１５〜１３：３０
Ｈ１９年4月生まれの乳児
赤ちゃんサロン　「むし歯予防について」
３月２４日（月）　受付時間▶�１０：００〜１０：１０
０歳児の親子
１歳６カ月児健診
３月５日（水）　受付時間▶�１３：００〜１３：１５
Ｈ１８年8月・9月生まれの幼児
２歳児歯科健診
３月２５日（火）　受付時間▶�１２：５０〜１３：１０
Ｈ１８年2月・3月生まれの幼児
予防接種
ＢＣＧ
３月１１日（火）　受付時間▶�１３：３０〜１４：００
生後３〜６カ月児でＢＣＧが未接種の乳児
三種混合
１期初回　３〜８週間隔で３回接種
１期追加　３回目接種日から、１年後に1回接種
小菅医院　多賀診療所　３月１２日（水）
１１：３０〜　予約制
※ほか３医院、４病院は１年中実施（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
■各健診や予防接種には、必ず母子手帳・問診表をご
持参ください。■１歳６カ月児健診、２歳児歯科健診を
受けられる方は、歯ブラシとコップを持ってきてくださ
い。■１０カ月児健診には、お子さんと同居されている
おばあちゃん・おじいちゃんもぜひおこしください。

子育て支援センター　ひろばの案内
にっこり広場

月曜日〜金曜日—９：００〜１３：００
センターの部屋を開放しています。子ども同士、親同
士が遊んだり、語りあったりするのに利用してください。
（下記広場以外※）
園庭開放

火曜日・金曜日— ９：００〜１３：００
土曜日— — ９：００〜１６：００
多賀ささゆり保育園の運動場を開放しますので遊びに
来てください。雨天は、中止です。
にこにこ広場
３月は、広場のみんなで子どもたちの成長を互いに喜
び合い、子育てを支えあった仲間に感謝をする「あり
がとうの会」をします。また、センターの職員と子育て
についての話もしています。月ごとの予定は「にっこり
メール」でお知らせします。（各公共施設に掲示してあ
ります。）

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
　３月２６日（水）　１０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）４月〜１０月生
　３月１２日（水）　１０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）１１月〜３月生
　３月１９日（水）　１０：００〜１２：００
カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）
　３月４日（火）または５日（水）　10:00〜12:00
１歳のお誕生会

３月１４日（金）　１０：００〜１１：３０
3月に１歳のお誕生日を迎えるお子様がおられる方、ま
た今までの誕生会に出席できなかった方もお越しくだ
さい。園門でお待ちしています。
※にっこり広場は、３月７日、２８日は、お休みです。
おしゃべりデー

３月、４月はお休みします。
※５月からはじめます。
■子育て相談は、随時行っていますので、お気軽に来所
していただくか、お電話ください。
子育て支援センター　（有）2-1025　（電）48-1025

生まれました！
☆山

やま

口
ぐ ち

　晃
こう

生
せ い

（昇・春美）

おくやみ申し上げます
◆髙橋貴美子　58歳
◆北川　うた　86歳

◆吉川　敏子　83歳
◆岸邊　雅之　63歳
◆若林登喜男　83歳
◆森本　政藏　90歳
◆吉川　義治　84歳

◆先山すみ江　88歳
◆土屋　太郎　90歳
◆石田　　絢　77歳
◆藤本　　直　55歳
◆髙橋　正雄　92歳

結婚しました！

♥
杉江　了観

　吉原　みゆき

♥
権藤　智之

　和泉　志歩
（敬称略）
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2月の時間外交付

19時まで受付します。
環境生活課（有）2-2031（電）48-8114
税　務　課（有）2-2041（電）48-8113

編集後記■今年の2月は29日までということで、うるう年
です。1日多くなるだけですが、なんだかいつもと違う感じ
がします。■うるう年は、夏のオリンピックの年でもありま
すよね。今年は、中国の北京での開催となりますが、前回の
アテネ五輪よりもメダルを取るのは、少なくなるとの予想
もされています。新たな種目での獲得を期待したくなりま
すね。■スポーツといえば、この寒い時期は、する機会が少
なくなります。室内でできる運動を9ページで紹介してい
ます。ぜひ挑戦してくださいね。
kikaku@tagatown.jp	 （ぽ）
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多賀町町民憲章
鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくしたちは、
日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、しあわせな家庭、豊かな町をつくります。

昭和53年11月10日制定


